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第 1 回  定 例 会
　令和2年長柄町議会第1回定例会は、３月４日から18日までの15日間を会期として開催されました。
　提出された議案等は、議案26件、発議案４件、新年度予算の審査については各常任委員会へ付託し、３
月10日、11日の審査により、各委員長から原案のとおり可決すべきものとして定例会最終日に報告されま
した。
　※新年度予算の概要については、４月17日発行「広報ながら」の4頁から7頁に掲載されています。

第１回定例会　議案等審議結果一覧
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賛
成

反
対

議　案
第 1 号

長柄町監査委員条例の一部を改正する条
例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 2 号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 3 号

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に
関する条例の一部を改正する条例の制定
について

原案
可決 10 1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
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第１回定例会　議案等審議結果一覧
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議　案
第 4 号

長柄町特別職の職員の給与及び旅費に関
する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 5 号

職員の給与に関する条例及び長柄町一般
職の任期付職員の採用等に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 6 号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 7 号

長柄町職員の服務の宣誓に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 8 号

学校職員の服務の宣誓に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 9 号

長柄町国民健康保険税条例の一部を改正
する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第10号

長柄町後期高齢者医療に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第11号

長柄町介護保険条例の一部を改正する条
例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第12号

長柄町放課後児童健全育成事業の設備及
び運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第13号

長柄町農地及び農業用施設整備事業分担
金徴収条例の一部を改正する条例の制定
について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第14号 町道路線の廃止について 原案

可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第15号

令和元年度長柄町一般会計補正予算（第
12号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第16号

令和元年度長柄町国民健康保険特別会計
補正予算（第2号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第17号

令和元年度長柄町農業集落排水事業特別
会計補正予算（第4号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第18号

令和元年度長柄町介護保険特別会計補正
予算（第4号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第19号

令和元年度長柄町浄化槽事業特別会計補
正予算（第2号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第20号

令和元年度長柄町後期高齢者医療特別会
計補正予算（第1号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―
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議　案
第21号 令和２年度長柄町一般会計予算 原案

可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第22号

令和２年度長柄町国民健康保険特別会計
予算

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第23号

令和２年度長柄町農業集落排水事業特別
会計予算

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第25号

令和２年度長柄町浄化槽事業特別会計予
算

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第26号

令和２年度長柄町後期高齢者医療特別会
計予算

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

発議案
第 1 号

長柄町議会政務活動費の交付に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

発議案
第 2 号

千葉外房有料道路の茂原区間の料金の早
期無料化に関する意見書

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

発議案
第 3 号

二級河川一宮川水系河川整備を求める意
見書

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

発議案
第 4 号

千葉県が実施する二級河川一宮川水系河
川整備への支援を求める意見書

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

※　○…賛成、×…反対、欠…欠席、退…退席、除…除斥、議長は裁決に加わらないため「－」で表示

議員発議
発議案第１号　長柄町議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　議会議員の政務活動費の使途の公正性、透明性の観点や、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依
拠することから、令和２年度分から政務活動費の交付方法、その他所要の改正を図るものです。

発議案第２号　千葉外房有料道路の茂原区間の料金の早期無料化に関する意見書
　千葉外房有料道路は、東京・千葉方面と外房地域を連絡する主要地方道千葉大網線の慢性的な交通渋滞緩
和のために建設された道路である。圏央道の開通により、その役割は変化しつつあるものの、東京・千葉方
面から長生郡を中心とする外房地域を訪れる多くの方に利用されている。
本町においても、重要な役割を持つ路線であることから茂原区間の早期無料化を要望するものです。

発議案第３号　二級河川一宮川水系河川整備を求める意見書
発議案第４号　千葉県が実施する二級河川一宮川水系河川整備への支援を求める意見書
　一宮川水系河川の氾濫による浸水被害を受け、千葉県においては将来に向けた住民の安全確保のための治
水対策の早期実施を図ること、国においては治水対策を千葉県が早急に実施できるよう必要な支援を行うこ
とを要望するものです。
※発議案第３号、議案４号は会議規則第37条により一括議題としました。
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議案第１号　長柄町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について
　地方自治法の一部改正に伴い、「職員の賠償責任」の条文が1条繰り下がったため、所要の改正をするも
のです。

議案第２号　 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

　地方公務員法の一部改正により、非常勤特別職が明確に区分されたことから、「自治会長」の規定を削る
ものです。

議案第３号　議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第４号　長柄町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　人事院勧告並びに千葉県人事委員会の給与に関する勧告による職員の給与改定に準じ、改正を行うもので、
期末手当の支給率を0.05月分引上げ、令和元年度分から実施するものです。
※議案第３号、議案４号は会議規則第37条により一括議題としました。

議案第５号　 職員の給与に関する条例及び長柄町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について

　人事院勧告並びに千葉県人事委員会の給与に関する勧告を受け、所用の改正を行うものであります。
　改正の内容は、給料月額の改定で平均改定率は、0.15パーセントです。また、期末勤勉手当の支給率を0.05
月分引き上げ、4.5月分とし、令和元年度分から実施するものです。

議案第６号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　年次有給休暇について、これまで暦年で管理していたが、事業年度と整合を図るため、令和２年度から年
度で管理するものです。

議案第７号　長柄町職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議案第８号　 学校職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例の制定について　
　地方公務員法の一部改正により、令和２年度から会計年度任用職員制度が開始されることから、長柄町職
員及び学校職員のうち会計年度任用職員について、新たに規定するものです。
※議案第７号、議案８号は会議規則第37条により一括議題としました。

議案第９号　長柄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
　平成30年度から国民健康保険制度が都道府県単一化され、県が財政運営の主体となったことに伴い、国
民健康保険税の賦課方式及び税率の見直しを行うため、条例の一部を改正するものです。

議案第10号　長柄町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　後期高齢者医療の保険料の納期限を他の町税等と同日にし、納付漏れの防止や事務処理の統一化を図るた
め、条例の一部を改正するものです。

議案第11号　長柄町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　介護保険料の納付について納期を８期にし、期別ごとの負担額を引き下げるとともに、国民健康保険税や
後期高齢者医療保険料と同様とし、納期の管理を容易にするものです。

条例の一部改正
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補正予算
議案第15号　令和元年度長柄町一般会計補正予算（第12号）
　補正額は財政調整基金への積立金など２億2,389万５千円の追加で、補正後の予算総額は55億3,767
万５千円となります。
　主な内容は、年度末における実績に伴う諸経費の調整を会計全般にわたり行うものです。

議案第16号　令和元年度長柄町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
　補正額は2,867万３千円の追加で、補正後の予算総額は10億2,934万２千円となります。
　主な内容は保険給付費の増によるものです。

議案第17号　令和元年度長柄町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）
　補正額は70万６千円の減額で、補正後の予算総額は5,787万円となります。
　主な内容は、年度末における各経費の精算によるものです。

議案第18号　令和元年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第４号）
　補正額は1,461万５千円の追加で、補正後の予算総額は７億6,666万５千円となります。
　主な内容は平成30年度の保険給付費に係る国県等への返還金によるものです。

議案第19号　令和元年度長柄町浄化槽事業特別会計補正予算（第２号）
　補正額は1,179万７千円の減額で、補正後の予算総額は5,995万円となります。
　主な内容は浄化槽設置基数の減によるものです。　　

議案第20号　令和元年度長柄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
　補正額は113万７千円の追加で、補正後の予算総額は8,913万７千円となります。
　主な内容は広域連合納付金の増によるものです。

議案第12号　 長柄町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例の制定について

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、事
業に従事する者及びその員数を含むすべての事項について、「従うべき基準」から「参酌すべき基準」とさ
れたことから実情に合わせた改正を行うものです。

議案第13号　長柄町農地及び農業用施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について
　農地及び農業用施設の新設・改修については、特に利益を受ける者から、分担金を徴収し、町が事業主体
となり事業を実施している。
　改正の内容は、災害復旧関係の分担金徴収条例が定められていないので、農地及び農業用施設災害復旧事
業及び治山事業を新たに追加するものです。

町道の廃止
議案第14号　町道路線の廃止について　
　上野地区地籍調査事業により、町道の位置が特定されたことに伴い、関係土地所有者より、土地の利用計
画が提出されたことを受けて、町道を廃止するものであり、道路法第10条の規定に基づき、議会の議決を
求めるものです。
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長生郡市広域市町村圏組合議会議員の報告
　定例会の冒頭に、長生郡市広域市町村圏組合議会議員の鶴岡喜豊議員から令和２年第１回長生郡市広域市
町村圏組合議会定例会の報告がありました。以下、要約したものを掲載します。

　令和２年第１回長生郡市広域市町村圏組合議会定例会は２月７日に開会し、以下の議案について審議し、
２月25日に閉会しました。

議案第１号 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計補正予算（第４号）

議案第２号 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費補正予算（第２号）

議案第３号 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計補正予算（第５号）

議案第４号 令和元年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計補正予算（第４号）

議案第５号 令和２年度長生郡市広域市町村圏組合一般会計予算

議案第６号 令和２年度長生郡市広域市町村圏組合特別会計火葬場・斎場事業費予算

議案第７号 令和２年度長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計予算

議案第８号 令和２年度長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計予算

議案第９号 長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につ
いて

議案第10号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例の制定について

議案第11号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する
法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について

議案第12号 職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第13号 長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第14号 長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

議案第15号 監査委員の選任につき同意を求めることについて

議案第16号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
以上、議案16件を審議し、すべて原案のとおり可決・同意されました。
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一
般 

質 

問

― 
議
員
１
名
が
町
政
を
問
う 

―

１
．
町
総
合
計
画
に
つ
い
て

問　
議
員

　
本
計
画
は
最
終
年
度
で
あ
る

が
、
10
年
前
の
長
期
計
画
時
か

ら
人
口
の
減
少
や
経
済
構
造
・

生
活
環
境
が
著
し
く
変
化
し
て

い
る
中
で
、
今
後
、
地
区
性
を

生
か
し
た
地
域
住
民
と
の
意
識

の
共
有
に
よ
り
、
活
力
を
生
み

出
し
、
人
口
減
少
を
食
い
止
め

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
で
の
工
夫
と
意
識
を
高
め
て

い
き
、
行
政
と
町
民
が
一
体
と

な
る
中
長
期
的
な
政
策
が
重
要

で
あ
る
。
現
在
の
第
４
次
基
本

計
画
の
検
証
を
行
い
、
茂
原
長

柄
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
の
活
用

な
ど
、
今
後
、
町
の
活
性
化
と

住
み
や
す
い
町
、そ
し
て
安
心・

安
全
な
町
を
目
指
す
た
め
に
ど

る
よ
う
な
仕
組
み
を
検
討
し
て

い
く
。

問　
議
員

　
長
期
の
避
難
所
生
活
に
お
い

て
は
、
避
難
所
運
営
協
議
会
等

を
設
置
し
、
指
定
避
難
所
の
運

営
、
避
難
者
の
基
本
的
な
生
活

ル
ー
ル
が
必
要
と
な
る
が
、
避

難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成

す
る
と
共
に
、
一
時
避
難
所
と

な
る
地
区
集
会
場
等
で
の
避
難

所
運
営
に
も
準
用
し
た
避
難
所

運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
に
つ

い
て
見
解
を
伺
う
。

答　
町
長

　
令
和
２
年
度
中
に
策
定
し
た

い
。

　
ま
た
、
避
難
所
は
、
そ
の
災

害
の
状
況
に
よ
り
開
設
が
困
難

な
場
合
や
、
開
設
に
時
間
を
要

す
る
場
合
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

地
域
で
隣
家
や
集
会
施
設
へ
の

避
難
が
有
効
で
あ
る
場
合
も
多

く
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
避

難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
地
域

で
の
避
難
に
応
用
す
る
こ
と
は

意
義
が
あ
る
の
で
地
域
で
の
避

難
も
視
野
に
、
避
難
所
運
営
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
を
急
ぎ
た

い
。

づ
く
り
、
体
力
の
向
上
が
図
れ

る
よ
う
支
援
し
て
い
く
。

３
．
防
災
対
策
に
つ
い
て

問　
議
員

　
自
主
防
災
組
織
に
は
、
防
災

資
機
材
が
支
給
さ
れ
て
い
る

が
、
災
害
時
の
役
割
や
活
動
な

ど
の
周
知
・
啓
発
を
行
う
と
と

も
に
、
組
織
の
訓
練
や
講
習
会

の
実
績
報
告
書
の
提
出
を
さ
せ

て
は
と
考
え
る
が
見
解
を
伺

う
。答　

町
長

　
全
て
の
自
治
会
に
お
い
て
組

織
で
き
る
こ
と
を
当
面
の
目
標

と
し
て
い
る
。
自
主
防
災
組
織

は
、
設
置
後
の
活
動
が
重
要
と

な
る
の
で
、
ご
指
摘
の
点
に
つ

い
て
啓
発
及
び
支
援
に
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
い
く
。

問　
議
員

　

組
織
を
活
性
化
す
る
た
め

に
、
訓
練
や
講
習
会
等
に
要
し

た
活
動
費
の
一
部
助
成
制
度
を

検
討
し
て
は
と
考
え
る
が
見
解

を
伺
う
。

答　
町
長

　
自
主
防
災
組
織
が
活
性
化
す

外
へ
の
転
出
減
少
、
本
町
へ
の

転
入
増
加
に
つ
な
が
る
も
の
と

期
待
す
る
。
本
年
度
に
ま
と
め

た
資
料
を
活
用
し
て
、
長
柄
町

総
合
計
画
策
定
委
員
会
に
諮

り
、
専
門
的
か
つ
幅
広
い
意
見

を
聞
い
て
い
く
。

２ 

．
児
童
生
徒
の
体
力
・
運

動
能
力
の
向
上
に
つ
い
て

問　
議
員

　
児
童
・
生
徒
の
体
力
・
運
動

能
力
の
全
国
調
査
で
は
、特
に
、

握
力
・
ボ
ー
ル
投
げ
・
飛
ぶ
等

の
体
力
が
低
下
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
が
、
各
校
の
状
況

と
体
力
テ
ス
ト
結
果
を
踏
ま
え

た
教
員
の
意
識
向
上
や
現
状
改

善
に
向
け
た
取
り
組
み
が
必
要

と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

答　
町
長

　
令
和
元
年
度
で
は
、
小
学
生

男
女
、
中
学
生
男
女
と
も
、
全

国
体
力
・
運
動
能
力
、
運
動
習

慣
調
査
の
記
録
が
前
年
度
を
下

回
っ
て
い
る
。
特
に
小
学
校
か

ら
中
学
校
に
か
け
て
は
、
長
い

人
生
を
健
康
に
過
ご
し
て
い
く

た
め
の
体
づ
く
り
、
体
力
づ
く

り
を
す
る
に
は
最
も
重
要
な
時

期
で
あ
り
、
子
供
た
ち
の
体
力

の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の

か
見
解
を
伺
う
。

答　
町
長

　
今
回
は
町
民
や
中
学
生
か
ら

の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
と
併
せ

て
、
小
学
校
児
童
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
し
た
。
こ
れ

か
ら
の
長
柄
町
を
担
う
子
供
た

ち
が
町
づ
く
り
に
対
す
る
希
望

や
意
見
を
話
し
合
い
、
こ
の
機

会
を
通
じ
て
、
ふ
る
さ
と
長
柄

に
対
す
る
郷
土
愛
の
醸
成
と
、

将
来
長
柄
町
で
活
躍
し
て
も
ら

う
た
め
の
人
材
育
成
の
観
点
か

ら
取
り
組
ん
で
い
く
。
少
子
高

齢
化
及
び
東
京
一
極
集
中
に
よ

る
地
方
部
の
人
口
減
少
が
全
国

的
に
進
展
し
て
い
る
中
、
町
の

個
性
を
生
か
し
て
魅
力
を
高

め
、
町
民
皆
様
の
幸
福
、
満
足

度
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
、
町

柴
田
　
孝	
議
員	

（
一
問
一
答
方
式
）
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予算常任委員会
・令和２年度予算が可決されました
　去る３月10日、11日に開催された予算常任委員会で第１回定例会により付託された「令和２年度予算審
査」を行い、18日の本会議にて総務事業並びに住民教育所管の予算を可決しました。また、各常任委員会
での主な質疑応答は以下のとおりです。

総務事業常任委員会質疑応答
（池沢委員長、柴田副委員長、古坂委員、山﨑委員、鶴岡委員、岡部委員）

質　疑 　ラッピング高速バスは、いつからどのルートで何台運行するのか伺う。
答　弁 　４月から茂原駅発羽田空港・横浜駅行きの高速バス１台が１日1往復する予定である。
質　疑 　特産飲料「ながらとガラナ」は、商品化するのか伺う。

答　弁 　令和元年度に国の補助事業を活用して製造したものを、イベントなどで無償配布し、飲ん
でいただいた方の意見を聞きながら、商品化を検討したい。

質　疑 　自主防災組織の設置率について伺う。

答　弁 　48自治会のうち、33自治会で設置している。全自治会での設置をお願いしているが、予
算措置も含め積極的に対応したい。

質　疑 　町民バスの廃止後の対応について伺う。

答　弁 　タクシー助成券の拡充、具体的には助成額の増額及び要件の緩和で対応し、今後町民のニー
ズに基づき交通弱者対策を行っていく。

質　疑 　税徴収業務を推進するために、重点的に行っている取り組みは何か伺う。

答　弁 　現年度課税分の滞納者を増やさないことに重点を置き、悪質の場合は差し押さえを行って
いる。

質　疑 　水稲病害虫防除事業でドローンを活用する考えはあるのか伺う。

答　弁 　近隣の自治体でドローンを活用している事例はあるが、多くの課題があるため、現時点で
は活用は考えていないが、今後要望などにより検討したい。

質　疑 　農家の後継者不足及び高齢化により、荒廃していく農地が増えていく。離農する方も多い
中で、営農組合がより活性化するための指導強化をすべきと考えるが伺う。

答　弁 　今後も小規模農家の離農傾向は変わらず、中規模・大規模農家に農地が集積していくもの
と考える。意欲のある若い農家や営農組合に農地が集積していくような施策をとっていく。

質　疑 　町設置型浄化槽事業で当初に整備した浄化槽は、設置後15年余り経過し経年劣化
しているが、不具合が生じた場合は町で修繕するのか伺う。

答　弁 　本事業で整備した浄化槽は、使用料により保守点検や法定検査を実施しているため、劣化
に伴う破損などについては町で修繕する。

質　疑 　茂原長柄ＳＩＣ設置負担金における開通後の効果検証業務の内容は何か伺う。

答　弁 　交通量の調査をはじめ、設置したことによる費用対効果を検証する業務であり、調査内容
は観光面など広範囲に及び、経費は茂原市と共同負担する。

要　望 　予算額がそのまま執行額になるということではないので、予算執行の際には額を精査して
最大の効果を発揮できるよう期待する。

答　弁 　予算執行するにあたって、従来の慣習や踏襲なしに費用対効果を最大限に高めていくよう
に努力していきたい。
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住民教育常任委員会質疑応答
（三枝委員長、川嶋副委員長、月岡委員、星野委員、本吉委員、髙橋委員）

質　疑 　海外交流研修事業に参加できる学年を１年生からにしたが、その効果は出ているのか伺う。

答　弁
　最初の全校生徒の説明会では参加希望者が30名程度いたが、夏休み期間中なので塾の夏
期講習や部活動の予定と重なり、行きたくても行けない生徒がいたのが現状である。今後も
柔軟な対応で参加者を集められるようにしたい。

質　疑 　公民館で洗濯機を購入するがその必要性を伺う。また、備品の共有はできないのか伺う。

答　弁 　古くなり壊れ始めており、公民館利用者のタオル等を洗うために公民館で１台購入する。
また、体育館用についても場所が離れているため購入する。

質　疑 　国民健康保険の特定健診、保健指導における受診率が横ばい状態であるが、今年度からＡ
Ｉを導入しているので受診率が高くなってくると考えるが伺う。

答　弁 　ＡＩを利用して受診勧奨を行っている。健診を受けられない方などの掘り起こしを行って
いければよいと考える。

質　疑 　こども園の災害査定は終わったか伺う。

答　弁

　現在のところ未実施である。厚生労働省については台風第19号の他県での被害が大きく
千葉県の査定に入れない状況である。文部科学省については２月時点で準備が整っていない
こともあり、こども園については2省にまたがる施設なので、調整がつかず現在ではまだ未
実施となっている。

質　疑 　公民館建設の委託費の実施設計業務にあたって、目的の妥当性、事業の効率性、町民要望
と公平性について伺いたい。

答　弁

　効率性については、必要性に応じて行っている。公共施設の統合の趣旨にのっとり学童と
公民館を複合施設化することなど本町の管理する公共施設の床面積の30％縮減の目標を同
時に達成できるなど将来を見通した計画で事業を進めている。公平性については等しく町民
が公民館という存在を享受できるような形でこれから運営に当たっていく。

意　見

　効率性とは公民館の建設事業をいかに最小限の費用でとどめることができるかというこ
と、要するに削減する余地がどこかにあるかということである。公平性については優先順位
がどこにあるかということである。妥当性については最も大切なところであり、しっかり認
識して進んでいってほしい。

答　弁
　効率性、公平性、いろいろな観点からご質問いただいたが、町の執行部としてはこの事業
は重点事業として当初からもとらえているし、老朽化する今極限状態にある公民館に代わり
新しい公民館の建設が急務であると考えているという認識で推進してまいりたい。

質　疑

　新型コロナウイルスに対する学校の休校について、国の要請で本町の小・中学校も休校に
なったが、全国的にはまだ休校になっていない地域もある。今の状況ではとても収束する状
況が見えない中、国の要請に従っていくのかそれとも本町の学校として先手を打って考えて
いくのか、授業の遅れをどうするのか伺う。

答　弁

　町としてもしばらくは感染防止のため様子を見る必要がある。授業の遅れの件に関しては、
国、県からの通知では各市町村で判断できるとある。例えば３月できなかった分を４月以降
に行ってもよいことや進学先に相談をし配慮してもらうなど、今後教育委員会にて検討し決
定していきたい。
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第 １ 回  臨 時 会
　令和２年長柄町議会第１回臨時会は、２月12日の１日を会期として開催されました。提出された案件は、
議案1件で原案のとおり可決されました。

第１回臨時会　議案等審議結果一覧
議員名

議案名

結　果 髙
橋
智
恵
子

岡
部　
弘
安

柴
田　
　
孝

川
嶋　
朗
敬

鶴
岡　
喜
豊

池
沢　
俊
雄

三
枝　
新
一

本
吉　
敏
子

月
岡　
清
孝

古
坂　
勇
人

山
㟢　
悦
功

星
野　
一
成

議決
結果

賛
成
反
対

議　案
第１号

令和元年度長柄町一般会計補正予算
（第11号）

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

補正予算
議案第１号　令和元年度長柄町一般会計補正予算（第１１号）
　補正額は7億1,428万1千円の追加で、補正後の予算総額は53億1,378万円となります。
　主な内容は、昨年の一連災害により被災した公共施設の復旧経費の増によるものです。

意見書の提出について
　令和元年10月25日の大雨では、一宮川水系において河川が氾濫し、多くの家屋が浸水被害を受け、
さらには２名もの尊い命が失われるなど最悪の事態となってしまいました。本町議会では、令和２年３
月定例会において、議員発議により二級河川一宮川水系
河川整備を求める意見書を全会一致で可決し、３月２４
日に千葉県庁を訪問して、森田　健作千葉県知事あてに
意見書を提出し、県土整備部の担当課長と意見交換を行
いました。
　意見書の趣旨は、二級河川整備の実施主体である千葉
県が、将来に向けた住民の安全確保のための治水対策の
早期実施を要望するものです。
　また、国に対しても千葉県が実施する二級河川一宮川水
系河川整備への支援を求める意見書を提出いたしました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため傍聴はご遠慮
くださいますようご理解ご協力をお願いします

次回定例会は６月11日（木）の予定です。
議会本会議の会議録を長柄町ホームページにて
公開していますので、是非ご覧ください。

問い合わせ先　議会事務局　☎35-2438

写真左から　県土整備部田村河川整備課長、
　　　　　　長柄町議会　星野議長

　町民の皆様方のご意見、ご要望等ありましたら議会事務局までご連絡いた
だければ幸いです。

26
NAGARA  2020.5


